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１．所在地

〒816-0831 福岡県春日市大谷６丁目２４番地
TEL 092-584-4646　　FAX 092-584-3900
URL  http://www.library.city.kasuga.fukuoka.jp/　（パソコン）
URL  http://www.library.city.kasuga.fukuoka.jp/i/　（携帯電話）

２．施設

敷地面積 14,410.39 ㎡
構造 鉄筋コンクリート造　地下１階地上２階建
併設 文化センター
建築面積 5,496.04 ㎡
延床面積 15,465.69 ㎡

（図書館部分　2,631.54 ㎡）

３．開館時間

火曜日～木曜日・日曜日　　　１０時～１８時
金曜日・土曜日　　　　　　　　　１０時～２０時
（祝日開館・振替休日なし）

４．休館日

毎週月曜日（祝日のときは開館）
毎月最終木曜日（祝日と重なるときはその翌日）
特別整理期間（約２週間）
年末年始（12月28日～1月4日）

５．貸出数・期間

期間

　図書・雑誌 ２週間

　ＡＶ資料 ２週間

６．蔵書冊数

326,915 冊  （平成26年３月３１日現在）

７．利用統計(平成２５年度）

登録者数 46,995 人

(うち春日市民は、34，199人）

のべ貸出者数 178,514 人

来館者数 576,356 人

総貸出冊数 864,055 冊

（うち個人貸出冊数は、854,891冊）

開館日数 294 日

貸出数

１０冊まで

３点まで

１．図書館の概要 

２



大正 13年 4月 村立図書館を筑紫郡春日校（春日公民学校）に設立

昭和 24年 4月 春日町役場２階の公民館事務室の一角に図書室を設置

昭和 33年 10月 旧筑紫郡北部高等学校青年学校跡に公民館事務室を移設
会議室の一角に図書室を設置

昭和 42年 4月 中央公民館を新設し、その中に公民館図書室を設置

平成 　4年 4月 生涯学習センター準備室を発足（後にふれあい文化センター準備室と改名）

平成 5年 2月 春日市役所西仮設棟に春日市図書室を設置

10月 移動図書館たんぽぽ号運行開始（14ｽﾃｰｼｮﾝ）

平成 6年 11月 新図書館開館準備のため、図書室を閉室　(移動図書館車は12月末まで運行）

平成 7年 4月 春日市民図書館開館　（ふれあい文化センター内）
　（財）春日市文化スポーツ振興公社がふれあい文化センター全館の管理運営を行う
　　図書　約15万冊、　雑誌　約400ﾀｲﾄﾙ、　新聞　約40ﾀｲﾄﾙ、　ＡＶ　約5000点　で開館　　　

4月 移動図書館「たんぽぽ号」運行再開（16ｽﾃｰｼｮﾝ）

11月 図書館広報誌　ぶっくばる～んを創刊

平成 9年 5月 春日市子ども文庫・読書サークル連絡会発足

平成 12年 4月 図書館ホームページを開設　

平成 13年 4月 福岡都市圏図書館等広域利用に参加

7月 ファーストブック事業を開始　（赤ちゃん絵本の紹介など）

平成 14年 2月 学校連絡便、運行開始（春日原小・春日野小）

4月 図書館運営が市直営となる

平成 15年 1月 筑紫地区マナーアップキャンペーンを開始

2月 4日、移動図書館「たんぽぽ号（２代目）」発車式

4月 ファーストブック事業で本の貸出を開始

11月 盗難防止装置を設置

平成 16年 4月 子どもの読書活動優秀実践図書館（文部科学省）として表彰をうける

10月 30日、貸出冊数1,000万冊を達成

平成 17年 4月 図書の貸出冊数を無制限からひとり10冊に変更

7月 くらしの情報コーナーを開設

9月 市内全小学校に学校連絡便を運行

平成 18年 7月 インターネット予約を開始

平成 20年 3月 視聴覚資料の貸出期間を１週間から２週間に変更

9月 市内中学校に学校連絡便を運行

10月 行政支援サービス開始

平成 21年 10月 春日市子ども読書活動推進計画策定

平成 22年 4月 長期延滞者に対する利用制限導入

11月 一箱古本市（第１回）開催

12月 議会支援サービス開始

平成 23年 4月　 図書館利用者懇談会「図書館しゃべり場」開催（全５回）

5月 図書館新聞発行開始（毎月発行）

10月 改修事業竣工（スロープやサポータールーム設置、しらべものカウンター移設）

10月 春日の今と昔を知る情報コーナーを開設

11月 図書館利用者懇談会共催「夜の図書館」事業の開催

12月 市民図書館キャッチフレーズ決定「未来にホン気」（公募作品）

平成 24年 4月 図書館窓口業務委託開始

10月 移動図書館車スポット運行（第１回）実施

12月 ビブリオバトル（第１回）開催

平成 25年 7月 盗難防止装置入れ替え

7月 小学生読書リーダー養成講座（第１回）開催

8月 ファーストブック事業での絵本のプレゼントを開始

平成 26年 3月 雑誌スポンサー制度導入

２．図書館の歩み 

３



４ 

 

 

 

１ 基本方針 

春日市民図書館は、市民が読書を通じて豊かな生活を

送ることができるように、「だれでも」、「いつでも」、「ど

こに住んでいても」、「どんな資料でも」利用できる、市

民のくらしに役立つ図書館となることをめざして運営し

ます。そして、春日市民が、自分や家族の生活や将来、

また、これからの地域の在り方について、自ら判断し決

定するために必要な情報や資料を提供する、地域の情報

拠点としての役割を果たします。 

 以上のことを実現するために、春日市民図書館は本館

と移動図書館とを一体のものとして運用し、資料の貸出

しと情報の提供を中心として、以下に掲げるようなサー

ビスを行います。 

 

２ 春日市がめざす図書館サービス 

（１）だれでも快適に利用できる図書館 

○蔵書の充実を図るとともに、公共図書館としてのネ

ットワークを活かして、市民が求める本や情報を確

実に提供できるよう努めます。 

○市民の憩いの場として、親しみやすく使いやすい快

適な図書館をめざします。 

 ○施設や設備のバリアフリー化をすすめるとともに、

大活字図書や朗読ＣＤ等の資料、朗読サービスなど

を充実して、年齢や障がいにかかわらず、利用しや

すい環境を整えます。 

○移動図書館を本館と同様のサービスを提供するもの

として充実させ、だれでも身近なところから気軽に

図書館を利用できるようにします。 

（２）市民と図書館員とが一緒に育てていく図書館 

○図書館サポーターや図書館ボランティアの組織化を

すすめ、市民が自主的に市民図書館に関わることの

できる環境を整えます。 

○図書館協議会を市民図書館の課題について市民と職

員とが共同で解決を図るための組織と位置づけ、図

書館運営に市民の声を反映します。 

（３）子どもたちに読書の楽しさをつたえる図書館 

○子どもたちがいつでも興味のある本に出会えるよう、

家庭、学校、地域など、あらゆる場所での読書環境

の整備に努めます。 

 ○学校連絡便や団体貸出などにより学校図書館の支援

を行うとともに、学校図書館司書や司書教諭との業

務の連携・協力を深めて、学校と市民図書館が一体

となって子どもの読書活動をささえる体制をつくり

ます。 

 

 

 

 

 

（４）くらしの疑問や課題が解決できる図書館 

○市民の日常生活において生じた問題や、地域の課題

を解決するために必要な資料を重点的に収集すると

ともに、司書が本の使い方や調べかたを案内し、し

らべもののお手伝いをするレファレンス・サービス

を充実・強化します。 

○春日市役所や奴国の丘歴史資料館と連携して、古文

書などの専門的な資料から小学生にもわかりやすい

読みものまで、春日市の過去・現在・未来を知るた

めに必要な資料や情報を積極的に集めて提供します。 

○これからのデジタルネットワーク社会における公共

図書館のあり方について検討を進め、常に春日市民

に必要な図書館サービスを提供するよう努めます。 

 

３ 職員について 

（１）職員は、資料と人とを結び付ける使命を自覚し、

市民の資料に対する要求に応えるために最善を尽く

します。また、図書館職員としての能力を高めるた

めに自ら学習に努め、基礎的教養と専門的技量を高

めるよう努力します。 

（２）館長は、公共図書館の基本的任務と教育機関の長

としての主体性と責任を自覚し、市民へのサービス

を身をもって示します。また、職員の意見を汲みあ

げるとともに、職員を指導してその資質・能力・モ

ラルの向上に努めます。 

３．春日市民図書館運営方針（平成24年７月改訂） 

方針 



５ 

 

         

 

 

本 館 

 名  称 春日市民図書館 

 敷地面積 14,410.39㎡ 

 建物概要 

  構  造･･･鉄筋コンクリート造 

        地下１階地上２階建 

  建築面積･･･5,496.04㎡ 

  延床面積･･･15,465.69㎡ 

      （図書館 2,631.54㎡） 

 

 

 

 

 

平成２３年の図書館改修工事(総務省

国庫補助事業）では、バリアフリー事業

として、図書館の体育館側入口スロープ

の設置し館内階段に手すりを設置しまし

た。 

また館内改修事業では、サポータール

ームを設け、図書館ボランティア活動に

利用いただいています。 

 改修に伴い、ご案内・しらべものカウ

ンターを入口近くに移設しました。 

今後もこれまで以上に利用しやすい図

書館を目指していきます。 

 

 

                                        ↑１階開架フロアー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者用検索機      ７台 

ＡＶ資料視聴席  ５人用 １台 

 コンピュータ室 

空調機械室 

発電機室 

書庫 

選
書
室 

製
本
室 

会
議
室 

EV 

階段 

受
入
整
理
室 

電
気
室 

EV 

階段 

←２階 

 

移動図書館 

車庫 

返却ポスト 

（本・CD） 

EV 

児童書庫 

BM作業室 

階段 

スポーツセンター↑ 

４．施設の概要 

 

↑地下１階 

 2013．7 .5 現在 
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移動図書館車 



（平成25年４月１日現在）

利用者支援サービス

フロア業務

資料整備

移動図書館サービス

貸出・予約サービス

その他のサービス・事業

統計管理・要覧

購入資料の選定図書館資料の管理

コンピュータ管理

資料購入計画、発注管理図書館 図書館サービス 奉仕・資料

児童・ＹＡサービス全般

団体等との連絡調整

児童カウンター（相談）児童・ＹＡサービス

図書館運営 図書館管理

除籍資料の選定

文書管理

予算管理

利用者管理

図書館評価

図書館協議会

他機関との連携

図書館経営 図書館運営方針

図書館計画 子ども読書活動推進計画

図書館資料収集方針

資料管理（図書・雑誌・AV・相互貸借）

広報・ホームページ

フロア管理

移動図書館運転業務

読書週間

学校サービス

その他の事業

予約入力・リクエスト連絡

案内・しらべものカウンター（相談）

郷土・行政サービス

くらしの情報提供

医療情報提供

朗読会・一箱古本市

書架整理

業務委託

配架

相互貸借業務・配本

資料整備（装備、修理）

メインカウンター
（貸出・返却・利用者登録）

移動図書館サービス全般

図書の検収

雑誌受入（装備・データ登録）

５．図書館組織図(業務体系図） 

備　　考

課長 1 （社会教育課長）

館長 1

係長 1 （1）

庶務 1

司書 3 （3） 8 （8）
（　）内は、司書(補）資格者数再掲　

一般職員 嘱託職員

  7
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 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕に

ついて、館長に対して意見を述べる機関として設置しました。 

・根拠法令等  図書館法第１４条、春日市ふれあい文化センター設置条例第１１条、 

春日市図書館協議会規則 

（１）委員名簿 

 

（2） 議事 

平成２５年度審議事項 

・居場所としての図書館 

 

第１回 平成 25年 7月 11日開催 

第２回 平成 25年 12月 5日開催 

第３回 平成 26年 2月 6日開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども読書活動推進連絡会は、春日市における子どもの読書活動を推進するために設置し、「春日市子

どもの読書活動推進計画」（平成 21年 10月策定）の進行管理、子どもの読書活動の調査研究などを行って

います。委員は、13人です。 

・根拠法令等  子どもの読書活動の推進に関する法律第 4条、 

春日市子ども読書活動推進連絡会設置要綱 

 

・会議  

第１回 平成 25年 7月 24日開催                                                       

第２回 平成 25年 12月 13日開催                                                        

第３回 平成 26年 3月 12日開催                                                        

                                            

氏 名 所 属 又は 役 職 任 期 備 考 

白水 真澄 春日東小学校校長 Ｈ24．4．1～H26．3．31  

合谷 智 春日南中学校校長 〃  

岡 泉 春日市子ども文庫・読書ｻｰｸﾙ連絡会 〃  

藤 博子 春日市生涯学習連絡協議会 婦人会 〃  

髙田 益夫 春日市生涯学習連絡協議会 国際交流協会 〃  

古賀 恭子 春日市生涯学習連絡協議会 生活学校 〃  

二宮 久美子 学識経験者 〃 会長 

森田 千惠子 学識経験者 〃 副会長 

石橋 辰子 学識経験者 〃  

進 乙弘 学識経験者 Ｈ24．9．1～H26．3．31  

６．図書館協議会 

７．子ども読書活動推進連絡会 



（１）予算の推移　 （円）

（２）図書館費の比較

　歳出総額 82,939 83,906 △ 967 82,990,252 81,833,139

1 報酬
16,727 16,727 0 16,674,200 16,687,200

嘱託職員報酬
図書館協議会委員報酬

3 職員手当等
424 394 30 502,917 400,786

嘱託職員時間外手当

8 報償費
246 349 △ 103 187,450 96,300

講師謝金等

9 旅費
135 73 62 128,260 54,980

図書館協議会委員費用弁償
職員旅費

11 消耗品費
2,520 2,737 △ 217 2,485,186 1,780,621

図書館用消耗品
読書推進事業消耗品等

11 食糧費
3 0 3 0 0

講師用飲料水

11 印刷費
404 921 △ 517 642,390 837,900

図書館だより等

11 修繕料
150 805 △ 655 777,230 214,365

図書館備品等修繕料

12 役務費
4,644 4,153 491 3,864,698 4,028,607

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等利用料・図書館ｼｽ
ﾃﾑ保守料・電話料・郵便料等

13 委託料
32,680 31,759 921 31,748,350 31,755,700

図書館業務委託料等

14 使用料
　　及び賃借料 8,491 9,483 △ 992 9,480,828 9,474,045

図書館システム賃借料・印刷機
賃借料・ＡＥＤ賃借料等

18 備品購入費
16,330 16,330 0 16,323,743 16,327,635

資料費

19 負担金補助
　　及び交付金 185 175 10 175,000 175,000

子ども文庫・読書ｻｰｸﾙ連絡会
補助金等

　歳入総額 318 259 59 358,349 311,203
使用料
及び手数料 36 36 0 54,000 42,000

駐車場使用料

諸収入 282 223 59 304,349 269,203
図書館費雑入
図書館事業託児費

説　　　明
２６年度

当初予算額
（千円）

２５年度
当初予算額

（千円）

比較増減
（千円）

２５年度
決算額
（円）

２５年度
決算額
（円）

２６年度
当初予算額

（千円）

２５年度
当初予算額

（千円）

比較増減
(千円）

説　　　明
２４年度
決算額
（円）

２４年度
決算額
（円）

8．予 算 

一般会計総予算 教育費 図書館費

２４年度当初予算額 28,670,464,000 3,316,373,000 82,046,000

２５年度当初予算額 28,959,745,000 4,140,012,000 83,906,000

２６年度当初予算額 31,614,133,000 6,643,935,000 82,939,000
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（１）蔵書構成一覧表　 （平成２６年３月３１日現在）　

図書資料
一般書 児童書 ＹＡ(※） 郷土（春日） 郷土（県） 奴国資料 雑誌 小計

総記 7,463 101 360 12 - 8,537
哲学・宗教 9,774 5 64 23 - 10,261
歴史・地理 22,056 285 1,201 1,761 - 27,771
社会科学 33,955 1,657 943 8 - 39,125
自然科学 13,225 17 124 9 - 17,148
技術 22,271 74 140 7 - 23,870
産業 9,035 35 104 5 - 10,011
芸術 24,891 74 425 5 - 30,082
言語 4,094 9 32 0 - 4,791
文学 78,581 95 140 3 - 106,770
絵本 - - - - - 24,214
紙芝居 - - - - - 1,196
雑誌 - - - - 9,580 9,580
合計 225,345 2,352 3,533 1,833 9,580 313,356

ＡＶ(視聴覚)資料
ＣＤ 8,699 増加計
カセット 474 13,424
ＬＤ 1,057
ビデオ 2,750
ＤＶＤ 579
合計 13,559

冊

これを入力すると自動的に入ります

7,249

（平成２６年３月３１日現在）

514
295

2,305
2,176
3,533
1,279

326,915蔵書冊数　　

240
99

2,280
578

778 54
2,407

78
8,436

58,619

除籍

　※　ＹＡ＝ヤングアダルトの略（青少年向けの書籍）

87
100
163
386

44
-1,196

19,515
24,170

-
12,094

蔵書増減

-

一般書 

72.4% 

児童書 

18.7% 

雑誌 

3.1% 

ＹＡ 

3.3% 

郷土 

2.5% 

蔵書構成率（％） 

9．蔵書構成 

文学 

35% 

社会科学 

15% 技術 

10% 

芸術 

11% 

歴史・地理 

10% 

自然科学 

6% 

哲学・宗教 

4% 

産業 

4% 

総記 

3% 
言語 

2% 

分類別割合（一般書） 

絵本 

41% 

文学 

33% 

自然科学 

6% 

芸術 

4% 

歴史・地

理 

4% 

社会科学 

4% 

技術 

2% 
紙芝居 

2% その他 

4% 

分類別割合（児童書） 
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一般書 児童書 ＹＡ 郷土・奴国 雑誌 ＡＶ資料 計

個人貸出冊数 466,018 249,381 31,245 1,758 59,365 47,124 854,891

総貸出冊数 468,670 255,378 31,585 1,809 59,405 47,208 864,055

蔵書数 225,345 58,619 12,094 7,718 9,580 13,559 326,915

（個人貸出） 回転率（回） 2.07 4.25 2.58 0.23 6.20 3.48 2.62

(総貸出） 回転率（回） 2.08 4.36 2.61 0.23 6.20 3.48 2.64

※回転率（回）＝貸出冊数／蔵書数

※総貸出冊数には、団体貸出等を含む。

（２）年齢別貸出状況

〈冊）

～６才 ～１２才 ～１５才 ～１８才 ～２２才 ～２９才 ～３９才 ～４９才 ～５９才 ～６９才 ７０才～ 合計

男 26,582 39,494 3,652 2,074 2,220 6,415 31,813 50,447 41,826 75,637 51,252 331,412

女 29,916 60,913 5,804 5,240 5,698 19,726 115,659 129,186 60,849 65,772 24,716 523,479

計 56,498 100,407 9,456 7,314 7,918 26,141 147,472 179,633 102,675 141,409 75,968 854,891

(個人貸出）

(1)資料区分別貸出状況

10．利用状況（平成２5年度) 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

～６才 ～１２才 ～１５才 ～１８才 ～２２才 ～２９才 ～３９才 ～４９才 ～５９才 ～６９才 ７０才～ 

女 

男 

一般書 

54% 

児童書 

29% 

ＹＡ 

4% 

郷土・奴

国 

0% 

雑誌 

7% ＡＶ資料 

6% 

資料区分別個人貸出比率 

男 

349,425

冊 

39% 

女 

552,473

冊 

61% 

男女別貸出比率 

１１



（３）月別利用状況

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

貸出人数 15,322 15,511 12,994 15,268 17,565 15,595 15,203 15,510 13,087 13,510 14,121 14,828 178,514

1日平均（人） 613 574 650 664 676 600 563 620 545 587 614 593 607

貸出冊数 73,533 72,506 66,178 74,467 83,745 74,848 72,156 73,834 68,043 66,124 66,824 71,797 864,055

1日平均（冊） 2,941 2,685 3,309 3,238 3,221 2,879 2,672 2,953 2,835 2,875 2,905 2,872 2,939

1人平均（冊） 4.80 4.67 5.09 4.88 4.77 4.80 4.75 4.76 5.20 4.89 4.73 4.84 4.84

開館日数 25 27 20 23 26 26 27 25 24 23 23 25 294

（貸出冊数には、団体等貸出を含む。）

（４）広域利用統計
(個人貸出）

2
6

3,089

80.51
10.51
0.47
5.80
0.77
1.56

100.0

0.00
0.11
0.01
0.05
0.02

193

406

0.02
0.01
0.02

0.1

903
46

0.00
0.00

0.1

0.02

0.1
0.0
0.1
0.2

206
17

1.8
2.5
0.1
0.0

137
37

0.11
100.00

2,223
408

16

980

筑紫野市
大野城市
太宰府市
那珂川町
宗像市
古賀市
福津市

篠栗町

糸島市

1

宇美町

志免町
須恵町
新宮町

0.3
0.1

3

9
2

89,860

3
0.1
0.1

6,547
13,345

204

貸出冊数
冊数 割合（％）

新規登録者数
割合（％）

688,265

2

76
4
0
3

114

合計

福
岡
都
市
圏
の
人
の
当
館
で
の
利
用
状
況

春 日 市

854,891

4,043
49,572

55

福 岡 市
72.0
13.2
0.7
8.6

自治体名

　　　福岡都市圏外

久山町
粕屋町

　　　人数　

3

23
266

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

貸出人数 

貸出冊数 
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（冊）
一般書 児童書 ＹＡ 雑誌 ＡＶ 郷土・奴国 合計 男性 女性

須玖南親水公園 849 1,899 1,526 65 230 8 0 3,728 594 3,134

毛勝児童センター 336 464 917 44 44 6 0 1,475 181 1,294

塚原台第二公園 363 750 733 67 59 14 1 1,624 291 1,333
天田公園 1,451 2,233 3,959 459 206 10 0 6,867 1,069 5,798

3,013 5,346 7,135 635 539 38 1 13,694 2,135 11,559

白水ヶ丘公民館 291 545 583 27 17 3 1 1,176 108 1,068

下白水北公民館 354 863 710 29 59 32 0 1,693 227 1,466

須玖北公民館 457 1,122 807 29 99 10 1 2,068 411 1,657
811 1,321 1,784 110 206 14 0 3,435 546 2,889

1,913 3,851 3,884 195 381 59 2 8,372 1,292 7,080

泉公民館 873 2,805 1,210 37 286 37 1 4,376 1,171 3,205

春日原公民館 454 1,100 1,208 10 86 6 0 2,410 144 2,266

春日公民館 179 302 618 19 47 5 0 991 158 833
松ヶ丘公民館 230 372 1,011 26 42 15 0 1,466 150 1,316

1,736 4,579 4,047 92 461 63 1 9,243 1,623 7,620

774 1,779 1,555 61 242 6 0 3,643 947 2,696

千歳公民館 539 1,229 708 7 117 9 1 2,071 507 1,564

春日運動広場 601 668 2,012 15 193 23 0 2,911 655 2,256
上白水公民館 693 1,184 1,841 52 154 13 0 3,244 800 2,444

2,607 4,860 6,116 135 706 51 1 11,869 2,909 8,960

9,269 18,636 21,182 1,057 2,087 211 5 43,178 7,959 35,219合　　　　計

サンリヤンガーデン春日

日の出ふれあい公園

金
曜
日

（５）移動図書館ステーション別貸出状況

ステーション名
利用
人数(人）

貸出冊数

（小計）

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

（小計）

（小計）

（小計）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

須
玖
南
親
水
公
園
 

毛
勝
児
童
セ
ン
タ
ー
 

塚
原
台
第
二
公
園
 

天
田
公
園
 

白
水
ヶ
丘
公
民
館
 

下
白
水
北
公
民
館
 

須
玖
北
公
民
館
 

日
の
出
ふ
れ
あ
い
公

園
 

泉
公
民
館
 

春
日
原
公
民
館
 

春
日
公
民
館
 

松
ヶ
丘
公
民
館
 

サ
ン
リ
ヤ
ン
ガ
ー
デ

ン
春
日
 

千
歳
公
民
館
 

春
日
運
動
広
場
 

上
白
水
公
民
館
 

貸
出
冊
数
 

男性,  

7,959 

人, 

 18% 

女性,  

35,219 

人 

 82% 

移動図書館男女別貸出比率 

一般書 

43% 

児童書 

49% 

ＹＡ 

2% 

雑誌 

5% 

ＡＶ 

1% 
郷土・奴国 

0% 

移動図書館資料区分別個人貸出比率 
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（６）しらべもの（レファレンス）利用案内年間統計

                                                                （件）
 種別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

レファレンス 177 110 122 169 330 182 102 141 138 147 130 116 1,864
資料案内 1,561 1,280 1,156 1,574 1,796 1,427 1,273 1,438 1,240 1,226 1,047 1,220 16,238
利用案内 639 617 511 645 797 757 703 669 625 580 686 547 7,776
月別合計 2,377 2,007 1,789 2,388 2,923 2,366 2,078 2,248 2,003 1,953 1,863 1,883 25,878

 

（点）

（７）予約・リクエストサービス

（８）相互貸借

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

レファレンス 資料案内 利用案内 月別合計 

                                                                                                                                                                                                                                                          

図書館 借受冊数 貸出冊数 図書館 借受冊数 貸出冊数

福岡市 209 225 国立国会図書館 1 0
筑紫野市 171 175 福岡県立図書館 391 107
大野城市 202 278 北九州市 140 179
太宰府市 112 130 久留米市 109 102
那珂川町 130 220 朝倉市 43 29
宗像市 9 102 飯塚市 45 54
古賀市 23 29 小郡市 34 61
福津市 63 32 筑前町 38 18
糸島市 28 36 柳川市 38 80
宇美町 0 30 大牟田市 12 24
篠栗町 7 9 行橋市 67 27
志免町 14 44 その他（県内） 190 345
須恵町 18 6 その他（県外） 38 51
新宮町 5 17 福岡都市圏外計 1146 1077
久山町 0 0 相互貸借合計 2,166 2,423
粕屋町 29 13
福岡都市圏計 1,020 1,346

福
岡
都
市
圏
以
外

福
岡
都
市
圏

窓口予約 ウェブ予約（ＰＣ） ウェブ予約（携帯）合計
図書・雑誌 26,874 19,296 1,002 47,172
ＡＶ資料 641 321 27 989
合計 27,515 19,617 1,029 48,161

図書・雑誌…１０冊まで、ＡＶ資料…１点

１４



（9）団体貸出

①団体貸出（地域文庫）

②団体貸出（パネルシアター等及び備品）

 　 ・備品･･･紙芝居舞台、超大型絵本用卓上イーゼル、拍子木、パネル台、ブラックライト

（10）学校サービス

①学校連絡便

②学校団体貸出

　春日市内の学校図書室に対し貸出を行い、不足資料の補完を行っています。

　貸出の方法・・・来館

　貸出対象資料・・・主に児童書

　貸出冊数及び期間・・・１００冊、３０日

　※授業支援用図書の貸出は、１テーマにつき１０冊、１５日

３，２５５冊

登録団体数 １０５団体

　地域の読書活動推進のため、地域文庫やボランティアグループ等に対し、図書館資料の貸出を行いました。

　  春日市民図書館と学校図書館とが連携して、児童・生徒等の学習活動、読書活動を支援する目的で平成

１４年度から２小学校（春日原小、日の出小）へ配本サービスを開始しました。

　 平成１５年度からは小学校６校に、平成１７年９月からは全小学校に対象を拡大。

   平成２０年度１０月に全中学校へのサービスを開始し、市内の全小中学校の児童・生徒・教職員の予約や、

授業支援用の図書の貸出･返却に対応しています。

　　貸出の方法・・・市使送員による配送

　　貸出期間・・・１５日

  　・パネルシアター等に含まれるもの・・・パネルシアター、エプロンシアター、
                                      　　　　　　　 　テーブルシアター、布絵本、手袋人形、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　超大型絵本、超大型紙芝居

貸出団体数

貸出冊数

８団体

 15



学校サービス利用状況
【小学校】

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 小計
便/来
計 合計

読書支援 0 0 0 1 0 0 1 3 2 4 1 0 12
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
読書支援 0 5 4 3 0 5 10 3 3 14 2 1 50
授業支援 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 14
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7
読書支援 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 1 16
授業支援 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 2 0 18
読書支援 101 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 201
授業支援 5 4 8 9 0 0 0 3 10 11 0 0 50
読書支援 0 1 1 0 0 4 0 0 1 0 2 1 10
授業支援 0 0 0 14 0 0 0 0 31 24 3 0 72
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
授業支援 0 0 25 10 0 23 10 10 0 0 0 10 88
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
読書支援 0 0 0 0 0 2 7 0 1 9 14 7 40
授業支援 0 13 33 8 0 28 39 36 20 10 2 0 189
読書支援 0 0 53 0 0 100 1 100 106 0 0 0 360
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
読書支援 0 15 8 4 0 25 3 8 25 22 17 2 129
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 28 1 55
読書支援 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
授業支援 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 11 0 18
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
読書支援 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

106 44 172 49 0 201 199 208 211 105 88 24 1407 - 1407
学校連絡便合計… 719 冊（授業支援 263 冊 読書支援 456 冊）

学校団体貸出合計… 688 冊（授業支援 566 冊 読書支援 122 冊）

【中学校】

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 小計
便/来
計 合計

読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 6 6 0 0 4 3 0 10 2 0 31
読書支援 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 9
授業支援 4 11 8 0 0 0 5 2 6 12 14 3 65
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 12 10 0 10 0 0 0 0 0 0 32
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 6
授業支援 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 10
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読書支援 8 15 6 10 0 4 17 9 8 3 9 1 90
授業支援 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0 16
読書支援 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
授業支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 30 32 36 0 14 32 21 17 132 35 5 366 - 366

学校連絡便合計… 183 冊（授業支援 99 冊 読書支援 84 冊）

学校団体貸出合計… 183 冊（授業支援 110 冊 読書支援 73 冊）

月　合計

春日北
中学校

学　校
連絡便 106

110
学校団
体貸出 4

春日野
中学校

学　校
連絡便 0

0
学校団
体貸出 0

春日南
中学校

学　校
連絡便 0

16
学校団
体貸出 16

春日西
中学校

学　校
連絡便 74

106
学校団
体貸出 32

春日東
中学校

学　校
連絡便 3

34
学校団
体貸出 31

月　合計

月

春日
中学校

学　校
連絡便 0

100
学校団
体貸出 100

白水
小学校

学　校
連絡便 14

17
学校団
体貸出 3

日の出
小学校

学　校
連絡便 184

204
学校団
体貸出 20

春日野
小学校

学　校
連絡便 229

597
学校団
体貸出 368

天神山
小学校

学　校
連絡便 5

20
学校団
体貸出 15

大谷
小学校

学　校
連絡便 6

11
学校団
体貸出 5

春日南
小学校

学　校
連絡便 89

89
学校団
体貸出 0

須玖
小学校

学　校
連絡便 82

98
学校団
体貸出 16

春日西
小学校

学　校
連絡便 34

285
学校団
体貸出 251

春日原
小学校

学　校
連絡便 64

71
学校団
体貸出 7

春日東
小学校

学　校
連絡便 0

2
学校団
体貸出 2

春日北
小学校

学　校
連絡便 0

0
学校団
体貸出 0

月

春日
小学校

学　校
連絡便 12

13
学校団
体貸出 1
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（11）行政・議会支援サービス

①情報提供

【市職員対象】

 月１回程度 庁内メール「市民図書館活用のススメ」を全職員に送信（平成２０年１０月開始）

【三役・市議会議員対象】

  年４回程度、「行政・議会支援サービス通信」を発行（平成２２年１２月開始）

②業務に関する資料の貸出・・・最長３０日間

（１２）図書館サービス指数

市内登録者数 人

人口 人 %

市内登録者１人 貸出冊数（市内個人） 冊

当たり貸出冊数 登録者数 人 冊

貸出冊数（個人） 冊

蔵書冊数 冊 回

市民１人当たり 蔵書冊数 冊

蔵書冊数 人口 人 冊

市民１人当たり 資料購入費 円

資料購入費 人口 人 円

市民１人当たり 年間受入冊数 冊

資料受入冊数 人口 人 冊

※　県・全国平均は「日本の図書館２０１３」から抜粋

人

111,663

16,330,000

326,915

111,663

13.34

2.62

2.93

146.24

111,663

34,199

111,663

854,891

13,424

　行政及び議会の政策形成、市の抱える課題解決への支援を行うことを目的として、行政・議会支援

サービスを行っています。

③業務に関するしらべもの・・・図書・雑誌・新聞やデーターベースなどを駆逐し、様々な情報を提供
                                         しています。

692,521
13.72

登録率
（市内登録者）

×100

20.25

全国平均

蔵書回転率
326,915

111,663

数値

39.86%30.63

県平均

37.31%
34,199

3.28

人口（H26．０３．３１現在の春日市総人口）

1.671.88

2.64

178.71 210.93

0.140.150.12

0

5

10

15

20

25

30

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

しらべもの

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
件　数

6 17 3 9 24 19 9 23 12 18 7 1 148 3

資料貸出
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(１)主催事業一覧

事　業　名 内　　容
おはなし会（０さい～） 730 人 年齢別の定例おはなし会

おはなし会（１さい～） 680 人

おはなし会（３さい～） 391 人

おはなし会（６さい～） 205 人

クラシカル映画会 433 人 ミニホールにて昔の名画の上映

ファーストブック事業 1,018 組 ４か月児健診時に赤ちゃん絵本とわらべうたの紹介

（赤ちゃん絵本とわらべうた） ８月からは絵本を１冊プレゼント

おはなしボランティア講座 5 月 16 日 ( 木 ) 80 人 おはなしボランティアの新人発掘・育成

－初心者コース－ 5 月 23 日 ( 木 ) 28 人 全４回

6 月 6 日 ( 木 ) 28 人 第１回は公開講座として実施

6 月 13 日 ( 木 ) 28 人

おはなしボランティア講座 9 月 12 日 ( 木 ) 16 人 おはなしボランティアの育成　

－経験者コース－ 9 月 19 日 ( 木 ) 16 人 全４回

10 月 3 日 ( 木 ) 16 人

10 月 10 日 ( 木 ) 16 人

子どもの本講座 9 月 5 日 ( 木 ) 60 人 会場：天神山公民館、対象：乳幼児の保護者

11 月 21 日 ( 木 ) 13 人 会場：春日市民図書館、対象：学校読書ボランティア

1 月 8 日 ( 水 ) 15 人 会場：白水池公民館、対象：乳幼児の保護者

1 月 16 日 ( 木 ) 12 人 会場：春日市民図書館、対象：学校読書ボランティア

3 月 20 日 ( 木 ) 40 人 会場：すくすくプラザ、対象：乳幼児の保護者

おはなし広場 （春） 4 月 20 日 ( 土 ) 100 人 おはなし会

（秋） 11 月 4 日 ( 月 ) 228 人 （秋は市文化祭に参加）

季節のおはなし会① 6 月 15 日 ( 土 ) 43 人 雨のきせつのおはなし会

夜ばなしの会 7 月 20 日 ( 土 ) 100 人 怖いおはなしを集めたおはなし会

季節のおはなし会② 10 月 5 日 ( 土 ) 44 人 秋のきせつのおはなし会

おはなし会スペシャル

（夏休みおはなし会） 8 月 10 日 ( 土 ) 51 人 定例おはなし会（３さい～と６さい～）の

（クリスマスおはなし会） 12 月 21 日 ( 土 ) 47 人 年２回の合体スペシャル　

7 月 23 日 ( 火 ) 23 人 各小学校から１，２名読書リーダーを選出。

7 月 30 日 ( 火 ) 23 人 ４日間図書館で読み聞かせやポップづくり（本の紹介）の

8 月 1 日 ( 木 ) 23 人 方法を学び学校に戻り読書普及活動を行う。

8 月 20 日 ( 木 ) 23 人

図書館バックヤードツアー 8 月 4 日 ( 日 ) 9 人 親子で参加可。図書館の裏側探検

8 月 25 日 ( 日 ) 7 人

10 月 27 日 ( 日 ) 3 人

おとなの一日図書館員 10 月 27 日 ( 日 ) 4 人 司書の仕事体験、バックヤードツアー、交流会

第９回春日市小学校 9 月 25 日 ( 水 ) 130 人 小学校の読書ボランティアの方のための情報交換会

読書ボランティア交流会 講演会及び分科会

自然観察講座 1 月 20 日 ( 日 ) 5 人 公園活用研究会まいぱく共催「図鑑を活用した樹木の調べ方」

健康講座 10 月 10 日 ( 木 ) 30 人 福岡徳洲会病院共催「肩こりにさようなら」

郷土史講座 2 月 16 日 ( 日 ) 30 人 文化財課共催 「石造物が語る春日の歴史と文化」

期　　日 参加者数
第１・３水曜日

第２・４水曜日

第２・４土曜日

第１・３土曜日

第  3  木曜日

月２回金曜日

小学生読書リーダー養成講座
イ
ベ
ン
ト
的
事
業

定
例
事
業

講
座
等

１１．図書館主催事業(平成２５年度） 
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事　業　名 内　　容
9 月 22 日 ( 日 ) 環境フェア（９月）といきいきフェスタ（１０月）に参加

10 月 21 日 ( 日 ) 移動図書館車の１日運行と絵本の読み聞かせ

11 月 3 日 ( 日 ) 203 人 「日本語、またはふるさとの言葉を語る」 （市文化祭に参加）

かすが一箱古本市 10 月 21 日 ( 日 ) 8組 出店 いきいきフェスタにて出店

11 月 10 日 ( 日 ) 494 人 あんどん点灯、クラリネット演奏、ビブリオバトル

大人のためのおはなし会、工作教室、島田萌作品展

古本リサイクル 1 月 17 日 ( 金 ) 1080 人 除籍図書等の無料配布（約5000冊）

1 月 18 日 ( 土 ) 会場：ギャラリー

中学校職場体験学習 （1～3日間） 25 人 春日中、春日東中、春日南中、春日西中、春日野中、春日北中

特別支援学校職場実習 (１２日間） 1 人 太宰府特別支援学校

障がい者就業実習 （4日間） 4 人 生活支援センターちくし

社会科見学 512 人 春日西中、春日北小、須玖小、大谷小、須玖幼稚園、春日中央保育園

他館等視察 82 人 太宰府市、八女市、朝倉市、九州女子短期大学

インターンシップ (１２日間） 1 人 大学生

講師派遣 5 回 平和祈念展、男女共同参画フェスタ、天神山公民館、上白水公民館、白水池公民館

期　　日 参加者数

イ
ベ
ン
ト
的
事
業

夜の図書館

たんぽぽ号ｽﾎﾟｯﾄ運行

8月

9月、1月、2月

4月、9月10月

6月、7月、9月、11月、1月、3月

6月

特別整理期間 ６月 ２４日（月）～７月４日（木）

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン １０月２７日（日）～１１月９日（土）

そ
の
他

米倉斉加年朗読会

6月

【ファーストブック事業リニューアル】 
４か月児健診時に赤ちゃん絵本とわらべうたを 
紹介してきたファーストブック事業。２５年度の８月に
リニューアルし、絵本を１人１冊プレゼントすることと
なりました。春日市に生まれた全ての赤ちゃんが心

【郷土史講座】 
４回目を迎える郷土史講座。今年のテーマは「石造
物が語る春日の歴史と文化」。奴国の丘歴史資料館
学芸員の中村昇平氏を迎え石造物から春日市の歴
史や文化をたどりました。質疑も活発に行われ、有

【古本リサイクル】 
ふれあい文化センターギャラリーで除籍図書等の無
料配布を行いました。２日間で1,000人を超える来場
があり、4,175冊の本を提供することができました。 
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・しごと情報コーナー 　　・子育て情報コーナー
・医療健康情報コーナー 　　・まちづくり情報コーナー
・かすが情報コーナー      ･奴国コーナー

(2)　特集テーマ
　館内では、メインカウンター前、情報コーナー、児童・YAコーナーほかで特集を行いました。

月 メインカウンター前 メインカウンター前（時事特集） 情報コーナーほか

新たに社会人になる皆さんへ 脅威！鳥インフルエンザ 4月23日は「世界　本の日」

旅をしよう 富士山世界遺産登録決定 かすが市民懇話会会員募集

梅の季節です

奇想コレクション 水道週間

植物のある暮らし

うみへ行こう！ 語り継ぐ戦争 同和問題啓発強調月間

第149回芥川賞・直木賞ノミネート作家

禅の世界 児童画大賞展作品募集

ビジネス書を読む 東京オリンピック開催決定 奴国の丘フェスタ

戦争と文学 追悼　山崎豊子 健康講座　肩こりにさようなら

鉄道と旅する

読書週間 ケネディ暗殺から50年 ＳＴＯＰ！女性への暴力

時代小説を楽しむ 情報と秘密

師走のマラソン特集 追悼　辻井喬 世界人権デー

2013年を振り返る

第150回芥川賞・直木賞ノミネート作家 追悼　坂東真砂子 春日　新春のお祭り

暮らしをみなおす

古典文学に親しむ 追悼　山本兼一 省エネルギー月間

新しい大活字が入りました

外国小説を読む 追悼　まどみちお 新生活の準備に役立つ本

災害に備える

本屋大賞ノミネート作品

６月

（１）　特設コーナー
　くらしの情報や春日の今と昔に関するさまざまな特設コーナーを設け、生活に密着した情報を提供していま
す。

４月

５月

８月

９月

１０月

７月

１１月

３月

１２月

１月

２月

12．情報提供サービス（平成２５年度） 
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月 絵本 よみもの・分類 ＹＡ 特集

４月 どうぶつ おいしい食べ物の本 新着図書案内 新しいことをはじめよう

５月 しぜんがいっぱい 色んな鳥をみつけよう 新着図書案内 みんなが大好きな本

６月 みずのおはなし いろ・色の本 新着図書案内 歴史の中へタイムスリップ

７月 なにしてあそぶ？ 怖い話の本 宇宙・天体の本 洋服や靴の本

８月 なにしてあそぶ？ 戦争・平和の本 新書を読もう 夏休みおたすけ号

９月 むかしむかし 芸術の秋を楽しもう 仕事の本 昔話の本

１０月 おいしいおはなし 魔女の本 ミステリーの本 空をみあげよう

１１月 げんきなこども りんごの本 古典の本 恐竜の本

１２月 クリスマスおめでとう 資格や将来への本 音楽の本 冬を楽しく過ごそう

１月 ふゆによむえほん 馬の本 お菓子の本 日本のことば

２月 むかしばなしをよもう 冬のスポーツの本 動物の本 館の本

３月 はるになったらなにをしよう？ 春の草花
恋・初恋・恋愛の
本

人形の本

児童・ヤングアダルトコーナー
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会　　長 岡　泉

副 会 長 中村　裕子 福永　登美恵

書  　記 山下　芽衣 久保　京子

会　　計 向井　恭子

会計監査 佐藤　佳子 西川　文代

活動場所

下白水南公民館

エルマー書店２階

エルマー書店２階

エルマー書店２階

春日市民図書館

エルマー書店２
階

サン・ビオ公民館

須玖南公民館

光町児童センター

白水小学校

須玖小学校

泉公民館

春日市民図書館

サン・ビオ公民館

紙芝居文化の会
年に数回の学習会
紙芝居の魅力を子どもたちに届ける。
紙芝居の依頼があれば行なう。

くれよん

エルマー絵本を楽しむ会

第１火曜日 10：30～13：00 定例会（読み聞かせの実習など）
図書館主催の年齢別おはなし会（水曜日・土曜日）や
年２回の季節のおはなし会に出演

エルマーよみ聞かせ会

おはなしはらっぱ

おはなしの勉強会
わらべうたとえほんの会
（0歳：第2金曜日10：30～）・（1～3歳：第４木曜日10：30～）

エルマー語りの会

育自サークル モモ

きりん文庫

毎週木曜日 10：00～12：00　未就学児対象
おはなし会、わらべ歌あそび、親子あそび

布絵本・エプロンシアター・おはなしの小道具の制作

第３木曜日11：00～11：４０
乳児から未就園児を対象に、手遊びなどを交えながら、絵本
の読み聞かせなど。

週１回　朝の読み聞かせ　　月１回　昼の読み聞かせ

第３月曜日 10：30～12：30　定例会
春日市周辺の小学校・保育所などに読書ボランティアとしてお
はなしを届ける

第４土曜日 14：30～15：10　　読み聞かせなど

第４金曜日 10：30～12：00　　絵本の紹介と読み聞かせ

白水小学校読み聞かせの会

　昭和４９年に連絡協議会準備委員会が発足、昭和５０年、市内３つの読書会が集まり｢春日市母と子の読書会
連絡協議会｣が設立されました。最盛時には１０団体３００名近くの会員を有し、読書や野外活動を通して子ども
の健全育成や読書普及活動に努めました。
　その後、昭和５９年に｢春日市親と子の読書会連絡協議会｣と名称が変わり、活動は継続されましたが、女性の
社会参加や少子化現象により、読書団体も急激に減り、その対応が課題となりました。このような折、親と子の
読書会を基礎として、これまでと違った発想で子ども文庫や読書サークル間の交流を深化させ、読書を中心とし
た親子のふれあいや地域の子どもの文化を向上させることを目的に、平成９年５月、１３団体２５０名余りの会員
を有する｢春日市子ども文庫・読書サークル連絡会｣が発足し活動を続けています。

活動時間と内容名称

団体名および活動内容

●春日市子ども文庫・読書サークル連絡会

役員

のはらクラブ
第１・３木曜日 15：00～17：00
本の貸出、本選びの相談、読み聞かせ、伝承遊び

第１・３水曜日　　０・１・２歳のためのおはなし会

第２金曜日 10：00～12：00 定例会。
児童センター４館、育児サークルなどでのおはなし会。

しゃぼんだま

布の絵本　コスモスの会

昼休みのおはなし会（月２回）・授業での読み聞かせ（年３回）
司書や図書委員と連携し、読書週間や夏休みの宿題（教科書
や課題図書の親子読書）を推進

ちゃいるどりーむ

すくすくクラブ

13．ボランティア活動(平成２５年度） 
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平成25年度活動報告

4 月 18 日 （木 ）代表者会

4 月 20 日 （土 ）子どもの読書週間記念事業
　おはなし広場　春　（図書館事業）

5 月 27 日 （月 ）第17回総会
講演会　『赤ちゃんはこんな絵本を待っている』
　　　　講師：日本赤ちゃん学会会員　後路　好章氏

6 月 6 日 （木 ）代表者会

7 月 20 日 （土 ）夜ばなしの会　夏　（図書館事業）

9 月 10 日 （水 ）視察　武雄市立図書館

10 月 31 日 （木 ）代表者会

11 月 3 日 （日 ）春日市民活動表彰　受賞

11 月 4 日 （月 ）読書週間記念事業
　おはなし広場　秋（図書館事業）

1 月 31 日 （木 ）代表者会

《文庫連　その他の参加協力事業》

　４か月健診時の絵本の紹介　　 　　 月２回　　計２４回

　マタニティークラスへの絵本紹介　隔月１回　　計　６回

　おはなしボランティア講座　　　　　　　 　　 計　８回

『恐竜のたまごがやってくる』

第9回小学校ボランティア交流会（9月25日(金))

『なみのおと』映画上映

福岡「子どもの本」関連団体連絡協議会　福岡南地区交流会

２３



I.B（アイビー） キネマ旬報 財界九州

ＡＥＲＡ きょうの健康  ＮＨＫ サッカ－マガジン　週刊

アサヒカメラ きょうの料理  ＮＨＫ サライ

アスキードットPC サンキュ！

明日の友 サンデ－毎日

ａｎ・ａｎ ｋｕ：ｎｅｌ

暮しの手帖

ＣＬＡＳＳＹ シアターガイド

いきいき Clara ＪＲ時刻表

囲碁未来 ＣＯＵＲＲｉＥＲ　Ｊａｐｏｎ（クーリエ　ジャポン） シティ情報ふくおか

一枚の繪 クリム ＪＡＺＺ　ＪＡＰＡＮ

いなか暮らしの本 ＣＲＥＡ（クレア） じゃらん  九州発

ＥＮＧＬＩＳＨ  ＪＯＵＲＮＡＬ クロワッサン 週刊朝日

週刊新潮

週刊ダイヤモンド

美しいキモノ 芸術新潮 週刊東洋経済

毛糸だま 週刊文春

剣道日本 週刊ベースボール

栄養と料理 ジュニアエラ

ＡＣｅ建築業界 趣味の園芸 （ＮＨＫ）

ＥＳＳＥ 航空ファン ジュリスト

edu 考古学 季刊 将棋世界

園芸ガイド 子づれＤＥＣＨＡ・ＣＨＡ・ＣＨＡ！ 小説現代

こどもとしょかん 小説新潮

こどものとも 休刊 消費と生活

おそいはやいひくいたかい こどものとも  ０・１・２ ショパン

オートバイ こどものとも  年少版 新建築

おはなしチャイルド こどものとも  年中向き 新潮

おりがみ　月刊 こどもの本

オール讀物 こどもブティックCUCITO

オレンジペ－ジ この本読んで SCREEN

音楽の友 Ｃｏｂａｌｔ　（コバルト） スッカラ

ゴルフダイジェスト すてきな奥さん

すてきにハンドメイド　NHK

ＣＡＲ  ＡＮＤ  ＤＲＩＶＥＲ STORY

会社四季報 SUMAInoSEKKEI

外戸本 住む。

かがくのとも　月刊 相撲

かぞくのじかん

家庭画報

家庭画報 正論

世界

あ き 

く 

さ 

し 

す 

せ 

１４．所蔵雑誌・新聞リスト 
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2013（平成25）年度末改訂版

西日本新聞

朝日新聞

ＴＩＭＥ（英語） のらのら Mac Fan 毎日新聞

ＤＩＭＥ ｎｏｎ・ｎｏ 丸 読売新聞

ダイヤモンドＺａｉ 産経新聞

たくさんのふしぎ　月刊 日本経済新聞

卓球王国 俳句 ＭＥＮ’Ｓ  ＥＸ 日刊工業新聞

ダ・ヴィンチ 俳句界 ＭＥＮ’Ｓ  NON-NO 日経産業新聞

旅の手帖 ＢｉＣＹＣＬＥ  ＣＬＵＢ melon　 ブライダル情報誌 日経流通新聞

たまごクラブ ハウジングトリビューン 株式新聞

短歌 はかた  月刊 西日本スポーツ

ｄａｎｃｙｕ ＨＥＲＳ（ハーズ） ＭＯＲＥ ＴＨＥ　ＪＡＰＡＮ　ＴＩＭＥＳ

花時間 ＭＯＥ 自由民主

母の友 もこちゃんチャイルド 社会新報

ちいさいおおきいよわいつよい バンドジャーナル モダンリビング 民主

ちいさなかがくのとも 公明新聞

チャイルドブック・アップル 赤旗

中央公論 ピアノ　月刊 やさいの時間　ＮＨＫ 西日本僑報

ＰＨＰ 山と渓谷 よみうりこどもしんぶん

PHP　のびのび子育て 週刊つりニュース

デジキャパ！ ＢＥ－ＰＡＬ 福島民報

鉄道ファン ひよこクラブ ＬＡ　ＭＥＲ（ラ・メール） 福島民友

テニスマガジン ランナーズ

天文ガイド

ＦＩＧＡＲＯ　ｊａｐｏｎ

FEMALE（フィーメイル） ＬＥＥ

ドゥーパ 福岡ウォーカー

特選街 婦人公論

図書館雑誌 婦人之友 歴史街道

武道 レディブティック

ＢＲＵＴＵＳ

プレジデント

ＮＵＭＢＥＲ　(ＳＰＯＲＴＳ  ＧＲＡＰＨＩＣ) プレジデントファミリー 私のカントリー

文學界

文藝

日経WOMAN 文藝春秋

日経会社情報

日経ＴＲＥＮＤＹ

日経パソコン Ｂｅｔｔｅｒ　Ｃａｒｅ

日経PC21 ＶＥＲＹ

日経ビジネス ＰＥＮ

日経Health（ヘルス）

日経マネ－

ＮＥＷＳＷＥＥＫ　日本版

ＮＥＷＳがわかる

Ｎｅｗｔｏｎ（ニュートン）

図書館の学校

た 

ち 

て 

と 

の 

は 

ま 

め 
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な 

に 

ひ 

ふ 

へ 

ら 

り 

れ 

わ 

   ２５



 

 

26 

 

 

 

（１）春日市ふれあい文化センター設置条例 

平成６年９月 26日  

条 例 第 15 号  

 

第 1章 総則  

(設置) 

第 1条 市民の文化活動及び生涯学習の振興を図

るため、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第

244条の 2及び図書館法(昭和 25年法律第 118

号。以下「法」という。)第 10条の規定に基づ

き、春日市ふれあい文化センター(以下「文化セ

ンター」という。)を設置する。  

(名称及び位置) 

第 2条 文化センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。  

名称  春日市ふれあい文化センター 

位置  春日市大谷 6丁目 24番地 

(施設) 

第 3条 文化センターは、次の各号に掲げる施設

で構成する。  

(1) 文化・学習施設  

(2) 中央コミュニティ供用施設  

(3) 市民図書館  

第 2章 文化施設  

(使用の許可) 

第 4条 文化・学習施設及び中央コミュニティ供

用施設(以下「文化施設」という。)を使用しよ

うとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委

員会」という。)の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときも、同

様とする。  

2 委員会は、前項の許可をする場合において、文

化施設の管理上必要があると認めるときは、条

件を付すことができる。  

(使用許可の制限) 

第 5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、文化施設の使用を許可しないことが

できる。  

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれ

があると認められるとき。  

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するお

それがあると認められるとき。  

(3) 春日市暴力団排除条例(平成 22年条例第 2

号)第 2条第 1号に規定する暴力団を利すること

となると認められるとき。  

(4) その他文化施設の管理上支障があると認め

られるとき。  

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止) 

第 6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」と

いう。)は、使用許可を受けた目的以外に文化施

設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しく

は転貸してはならない。  

(使用許可の取消し等) 

第 7条 委員会は、使用者が次の各号のいずれか

に該当するときは、使用許可を取り消し、又は

停止し、若しくは条件を変更することができる。

  

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反

したとき。  

(2) 使用許可の条件に違反したとき。  

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受

けたとき。  

(4) 第 5条各号のいずれかに該当するとき。  

(使用料) 

第 8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納

付しなければならない。  

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会

が特別の理由があると認めるものについては、

還付することができる。  

(使用料の減免) 

第 9条 委員会は、特に必要があると認めるとき

は、使用料の全部又は一部を免除することがで

きる。  

第 3章 市民図書館  

(事業) 

第 10条 市民図書館は、次の各号に掲げる事業を

行う。  

１５．条例・規則 
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(1) 図書、記録、市政資料、郷土資料、逐次刊行

物その他必要な資料(以下「図書館資料」とい

う。)を収集し、分類し、排列し、及びその目録

を整備すること。  

(2) 図書館資料を市民の利用に供し、及びその利

用のための相談に応ずること。  

(3) 移動図書館の運営に関すること。  

(4) 読書会、研究会、講習会、展示会等を開催し、

及びその奨励を行うこと。  

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動の推

進に関すること。  

(図書館協議会) 

第 11条 法第 14条の規定により、春日市図書館

協議会(以下「協議会」という。)を置く。  

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、

10人以内とする。  

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。た

だし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

4 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が任

命する。  

(1) 学校教育の関係者  

(2) 社会教育の関係者  

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

(4) 学識経験のある者  

(5) その他委員会が必要と認める者  

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要

な事項は、規則で定める。  

第 4章 雑則  

(利用の制限) 

第 12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当す

る者に対し、文化センターへの入場を拒み、又

は退場を命ずることができる。  

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれ

があると認められる者  

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑を

かけるおそれのある物品又は動物類を携行する

者  

(3) 職員の指示に従わない者  

(4) その他管理運営上支障があると認められる

者  

(損害賠償) 

第 13条 使用者その他の利用者が、その責めに帰

すべき事由により文化センターの施設又は附属

設備を破損し、又は滅失させたときは、これを

原状に復し、又はその損害を賠償しなければな

らない。  

(委任) 

第 14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委

員会規則で定める。  

附 則  抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 27日条例第 6号)  

この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。
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（２）春日市民図書館管理運営規則 

平成 22 年１月 28 日 

教 委 規 則 第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、春日市ふれあい文化センタ

ー設置条例（平成６年条例第 15号）第 14条の

規定に基づき、市民図書館（以下「図書館」と

いう。）の管理運営に関して、必要な事項を定

めるものとする。 

 （休館日及び開館時間） 

第２条 図書館の休館日及び開館時間は、次の表

に定めるとおりとする。 

休館日 開館時間 

 (1) 毎週月曜日（その日が

休日に当たるときは除

く。） 

(2) 12 月 28 日から翌年１月

４日まで 

(3) 館内整理日（毎月 最終 

木曜日。ただし、その日が

休日に当たるときはその

翌日） 

(4) 特別整理期間（毎年 15

日以内で教育委員会（以下

「委員会」という。）が定

める期間） 

午前 10 時から午後

６時まで（金曜日及

び土曜日は、午前 10

時から午後８時ま

で） 

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律

（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日

をいう。 

２ 委員会は、特に必要があると認めるときは、

休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に

休館日を指定することができる。 

 （利用者の遵守事項） 

第３条 図書館を利用するものは（以下「利用者」

という。）は次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。 

(2) 施設又は設備若しくは図書館資料（以下

「資料」という。）を破損し、又は汚損する

おそれのある行為をしないこと。 

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及

ぼす行為をしないこと。 

(4) 飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしない

こと。 

(5) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示

し、若しくは配布し、又は物品の展示その他

これらに類する行為をしないこと。 

(6) その他職員の指示に従うこと。 

 （職員） 

第４条 図書館に館長その他の必要な職員を置

く。 

 （勤務時間等） 

第５条 前条の職員の勤務時間は、休息時間を除

き１日につき７時間 45 分、４週間を超えない

期間につき１週   間当たり 38時間 45分と

なるよう割り振るものとする。 

２ 前項の規定により勤務時間が割り振られた

日における始業の時刻及び終業の時刻並びに

休憩時間は、次の表に定めるとおりとする。 

勤務 

区分 

勤務時間 

休憩時間 始業の時

刻 

終業の時

刻 

Ａ 
午前８時 

30 分 
午後５時 

午前 11時から午後１

時までの間に 45分 

Ｂ 
午前 10

時 

午後６時 

30 分 

正午から午後２時ま

での間において45分 

Ｃ 正午 
午後８時 

30 分 

午後２時から午後４

時までの間において

45 分 

３ 委員会は、特に必要があると認めるときは、

前２項の規定にかかわらず、勤務時間の割振り

等を別に定めることができる。 

４ 委員会は、前３項の規定に基づき勤務時間の

割振り等を定めたときは、あらかじめ職員に周

知するものとする。業務の都合により、変更の

必要が生じた場合も、また同様とする。 

 （館内利用） 

第６条 利用者は、資料及び備品（以下「資料等」

と総称する。）を館内の所定の場所で自由に利

用することができる。ただし、委員会が利用を

不適当と認める資料等については、この限りで

はない。 

２ 利用者は、資料のうち開架されていないもの

及び備品を利用する場合は、職員にその旨を申

し出なければならない。 

 （館外利用） 

第７条 資料等のうち次の各号に掲げる区分に

応じ当該各号に掲げるものは、貸出しにより館

外において利用することができる。 

(1) 個人 図書資料及び視聴覚資料 

(2) 団体 図書資料（雑誌を除く。）及びその

他の資料並びに備品 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、館外で

の利用を不適当と認めた資料等については、貸
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出しを行わないものとする。 

 （館外利用をすることができるものの範囲） 

第８条 前条第１項の規定による資料等の館外

での利用（以下「館外利用」という。）をする

ことができる個人は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

(1) 次のいずれかに該当する者で第 10 条第２

項に規定する個人登録を現に受けているも

の 

ア 春日市に住所を有する者 

イ 春日市に通勤通学する者 

ウ 図書館の施設の相互利用に関する協定を

締結した市町の住民 

エ その他委員会が特に必要があると認める

者 

(2) 次のいずれにも該当しない者 

 ア 資料の貸出しを受けている者で、当該資

料につき次条に規定する館外利用の期間

が満了する日（以下「返却期限」という。）

から 10 日を経過してもなお当該資料を返

却していないもの 

 イ 貸出しを受けた資料を返却期限から 10

日を経過した日以後に返却した者で、当該

返却をした日を経過しないもの 

 ウ 第 20 条第２項の規定により館外利用を

停止されている者 

２ 館外利用をすることができる団体は、次の各

号のいずれにも該当する団体とする。 

(1) 次のいずれかに該当する団体で第 15 条第

２項に規定する団体登録を現に受けているも

の 

ア 次に掲げる要件のいずれにも該当する団

体で委員会が適当と認めるもの 

（ア）教育又は生涯学習の振興を図ることを

目的とする団体であること。 

（イ）営利を目的とする活動を行う団体でな

いこと。 

（ウ）主として市内で活動する団体で、市内

に事務を行う場所を有し、原則として

構成員が５人以上のものであること。 

（エ）館外利用に継続性があり、当該館外利

用により、団体の活動上の効果が見込

まれ、かつ、市民の読書活動の促進に

寄与すると認められる団体であること。 

  イ その他委員会が特に必要があると認め

る団体 

(2) 次のいずれにも該当しない団体 

 ア 資料等の貸出しを受けている団体で、そ

の返却期限から 10 日を経過してもなお当該資

料を返却していないもの 

 イ 貸出しを受けた資料等を返却期限から

10 日を経過した日以後に返却した団体で、

当該返却をした日を経過しないもの  

ウ 第 20 条第２項の規定により館外利用を

停止されている団体 

（館外で利用できる資料等の数及び期間） 

第９条 第７条第１項の規定により館外で利用

することができる資料等の数及び期間は、次の

表に定めるとおりとする。ただし、委員会が必

要と認めるときは、当該数又は期間を変更する

ことができる。 

区分 個人 団体 

図書資料 冊数 10 冊 100冊 

期間 15 日 30 日 

視聴覚資

料 

点数 ３点 ― 

期間 15 日 ― 

その他の

資料 

点数 ― ３点 

期間 ― ８日 

備品 
点数 ― 

委員会が必要と

認める点数 

期間 ― ８日 

２ 前項に規定する期間は、資料等の貸出しを受

けた日から起算するものとする。 

 （個人の館外利用の登録等） 

第１０条 館外利用をしようとする個人は、あら

かじめ委員会に対し、運転免許証、健康保険の

被保険証、学生証その他の本人であることを確

認することができる物（以下この項において

「証明書」という。）を提示の上、春日市民図

書館個人登録申請書（様式第１号。以下「個人

登録申請書」という。）を提出し、個人の館外

利用の登録（以下「個人登録」という。）を申

請しなければならない。この場合において、第

８条第１項第１号イに該当する者（同条第１項

第１号アに該当する者を除く。）は、その該当

する事実を確認することができる物を証明書

に併わせて提示しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容を審査し、第８条第１項第１号

アからエまでに掲げる者に該当すると認める

ときは、個人登録を行うとともに、春日市民図

書館利用カード（以下「利用カード」という。）

を交付しなければならない。 

３ 委員会は、前項の審査の結果、個人登録をし

ないこととしたときは、その理由を付した書面

により当該申請をした者に通知しなければな
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らない。 

４ 個人登録の期間は、５年間とし、個人登録を

受けた者（以下「登録者」という。）が館外利

用をした時点で更新されるものとする。 

５ 登録者は、個人登録の期間中において自ら個

人登録を廃止しようとするときは、その旨を委

員会に申し出なければならない。 

６ 委員会は、前項に規定する申出があったとき、

又は登録者が第８条第１項第１号アからエま

でに掲げる者のいずれにも該当しないことが

判明したときは、速やかに当該登録者に係る個

人登録を廃止しなければならない。 

 （利用カードの有効期間等） 

第１１条 利用カードの有効期間は、３年間とす

る。 

２ 利用カードの有効期間を経過した登録者は、

個人登録の期間中に限り、当該利用カードの有

効期間を更新することができるものとする。 

３ 登録者は、前項の規定により利用カードの有

効期限を更新しようとするときは、前条第１項

の規定に準じて個人登録申請書を委員会に提

出するものとする。 

４ 前項の場合において、委員会は、登録者のう

ち第８条第１項第１号アに掲げる者から利用

カードの提示があり、かつ、公簿等によりその

住所等が確認できるときは、当該登録者に係る

個人登録申請書の提出を省略することができ

る。 

 （利用カードの紛失等） 

第１２条 登録者は、有効期間を経過していない

利用カードを紛失し、又は汚損したときは、速

やかに委員会に届け出なければならない。 

２ 紛失又は汚損により利用カードの再交付を

受けようとする登録者は、第 10 条第１項の規

定に準じて個人登録申請書を委員会に提出し

なければならない。 

３ 前項の規定により利用カードの再交付を受

ける登録者は、該当利用カードの実費を支払わ

なければならない。ただし、消耗等による場合

は、この限りでない。 

 （登録者の遵守事項） 

第１３条 登録者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) 館外利用をする資料を善良な管理者の注意

をもって管理すること。 

(2) 館外利用をする資料を他人に貸与しない

こと。 

(3) 第 21 条の規定により代理による手続を行

う場合を除くほか、利用カードを他人に譲渡

し、又は貸与しないこと。 

(4) その他館外利用に関する委員会の指示に

従うこと。 

 （団体の館外利用の登録等） 

第１４条 館外利用をしようとする団体は、あら

かじめ委員会に対し、春日市民図書館団体登録

申請書（様式第２号。以下「団体登録申請書」

という。）に団体の構成員の名簿、団体の活動

状況、当該年度の団体の活動計画その他委員会

が必要と認める書類を添えて委員会に提出し、

団体の館外利用の登録（以下「団体登録」とい

う。）を申請しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容を審査し、第８条第２項第１号

ア又はイに掲げる団体に該当すると認めると

きは、団体登録を行うとともに、春日市民図書

館団体登録決定通知書（様式第３号）を交付し

なければならない。 

３ 委員会は、前項の審査の結果、団体の登録を

しないこととしたときは、その理由を付した書

面により当該申請をした団体に通知しなけれ

ばならない。 

４ 団体登録の期間は、５年間とし、団体登録を

受けた団体（以下「登録団体」という。）が館

外利用をした時点で更新されるものとする。 

５ 登録団体は、第１項に規定する書類を毎年度

の開始後速やかに委員会に提出しなければな

らない。ただし、委員会が提出の必要がないと

認めたときは、この限りでない。 

６ 登録団体は、団体登録の期間中において自ら

団体登録を廃止しようとするときは、その旨を

委員会に申し出なければならない。 

７ 委員会は、前項に規定する申出があったとき

は、速やかに当該登録団体に係る団体登録を廃

止しなければならない。 

 （登録団体の遵守事項） 

第１５条 登録団体は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

(1) 館外利用をする資料等を善良な管理者の

注意をもって管理すること。 

(2) 館外利用をする資料等を第三者に貸与し、

又は館外利用をした目的以外に使用しない

こと。 

(3) その他館外利用に関する委員会の指示に

従うこと。 

 （記載事項の変更の届出） 

第１６条 登録者及び登録団体は、個人登録申請



 

31 

書又は団体登録申請書に記載した事項に変更

があったときは、登録者にあっては個人登録申

請書により、登録団体にあっては春日市民図書

館団体登録変更届出書（様式第４号）により、

速やかに委員会に届け出なければならない。 

 （登録抹消及び再登録の制限） 

第１７条 委員会は、登録者又は登録団体が次の

各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき

は、速やかにその個人登録又は団体登録の抹消

（以下「登録抹消」という。）を行うとともに、

登録抹消した日から当該各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定める期間を経過する

日までの間（以下「再登録停止期間」という。）

は、その再登録を行わないものとする。ただし、

委員会は、当該各号に掲げる場合においてやむ

を得ない事情があると認めるときは、登録抹消

をしないことができる。 

(1) 返却期限から２年を経過してもなお、資料

等を返却しなかった場合 資料等を返却し

た日から 60日を経過する日までの間 

(2) 偽りその他不正な手続きにより個人登録又

は団体登録を受けた場合 １年   

(3) 第 13 条又は第 15 条に掲げる事項を遵守し

なかった場合その他の場合で、委員会が図

書館の利用の公平性、秩序の維持等のため

に特に必要があると認めたとき 委員会が

必要と認める機関 

２ 委員会は、前項第１号の規定により登録抹消

をしようとする場合にあっては春日市民図書

館登録抹消等予告通知書（様式第５号）により、

前項第３号の規定により登録抹消をしようと

する場合で必要があると認めるときにあって

はその理由を付した予告通知書により、あらか

じめ登録者又は登録団体に通知するものとす

る。 

３ 委員会は、第１項の規定により登録抹消をす

るときは、春日市民図書館登録抹消等通知書

（様式第６号）を登録者又は登録団体に交付す

るものとする。 

４ 委員会は、第１項第１号の規定により登録抹

消をされたものが資料等を返却したときは、春

日市民図書館再登録停止期間通知書（様式第７

号）により、再登録停止期間を通知するものと

する。 

５ 第１項の規定により登録抹消をされたもの

で再登録停止期間を経過したものは、館外利用

の再登録の申請をすることができる。 

６ 前項の再登録の申請は、個人にあっては第 10

条の規定を、団体にあっては第 14 条の規定を

それぞれ準用する。この場合において、第 10

条中「春日市民図書館個人登録申請書（様式第

１号。以下「個人登録申請書」という。）」とあ

るのは「春日市民図書館個人再登録申請書（様

式第８号）」とし第 14条中「春日市民図書館団

体登録申請書（様式第２号。以下「団体登録申

請書」という。）」とあるのは「春日市民図書館

団体再登録申請書（様式第９号）」とする。 

 （館外利用の申出等） 

第１８条 登録者又は登録団体が館外利用をす

るときは、委員会に対し、その旨を申し出なけ

ればならない。この場合において、登録者は利

用カードを提示しなければならない。 

２ 登録者は、前項に規定する場合において、利

用カードを携帯していないときは、春日市民図

書館利用カード忘失利用届（様式第 10 号）を

委員会に提出することによって、利用カードの

提示に代えることができる。 

３ 委員会は、第１項の規定による申出があった

ときは、登録者本人であることを確認の上、当

該申出をしたものに資料等を貸し出すことが

できる。 

 （資料等の返却） 

第１９条 登録者は返却期限までに図書館又は

第２４条に規定する移動図書館の窓口に貸出

しを受けた資料を返却しなければならない。た

だし、休館日又は閉館時間においては、委員会

が設置する返却ポストへ投入することにより

返却することができるものとする。 

２ 登録団体は、返却期限までに図書館の窓口に

貸出しを受けた資料を返却しなければならな

い。 

３ 前２項に規定する返却の手続は、職員がその

事実を確認した時点において完了するものと

する。 

 （返却期限経過後の返却に対する措置等） 

第２０条 返却期限を経過してもなお登録者又

は登録団体が資料等を返却しないときは、委員

会は当該資料等の返却を催告するものとする。 

２ 委員会は、返却期限を経過して資料等を返却

した登録者又は登録団体のうち返却期限から

60 日を経過した日以後に返却したものに対し、

当該返却した日から 60 日を経過する日までの

間、当該登録者又は登録団体の館外利用を停止

するものとする。ただし、委員会が返却の遅延

に関しやむを得ない事情があると認めるとき

は、この限りでない。 
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３ 委員会は、前項の規定により館外利用を停止

するときは、春日市民図書館館外利用停止通知

書（様式第 11 号）により、当該登録者又は登

録団体に通知するものとする。 

 （代理による手続等） 

第２１条 委員会は、次に掲げる事情があると認

める者（第８条第１項第１号アに掲げる者に限

る。）に対し、第 18条第１項に規定する館外利

用の申出その他の館外利用に係る手続きを当

該手続に係る本人と同居する者その他委員会

が認める者の代理により行わせることができ

る。 

(1) 長期療養又は入院中であり、来館が困難で

あること。 

(1) 身体に障害があり、来館が困難であること。 

(2) その他代理による手続が必要であると認め

られる 

こと。 

２ 代理により手続きを行おうとする者（以下

「代理申請者」という。）は、春日市民図書館

代理手続承認申請書（様式第 12 号。以下「代

理申請書」という。）に代理を必要とする理由

を確認できる書類その他委員会が必要と認め

る書類を添付して、委員会に提出しなければな

らない。 

３ 委員会は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

代理申請者に春日市民図書館代理手続承認通

知書（様式第 13 号。以下「代理承認通知書」

という。）を交付するものとする。 

４ 委員会は、前項の審査の結果、代理による手

続を承認しないときは、その理由を付して、書

面により代理申請者に通知しなければならな

い。 

５ 代理の期間は、代理承認通知書を交付した日

の属する年度の末日を限度とする。 

６ 第３項の規定により承認を受けた代理申請

者（以下「代理承認者」という。）又は当該承

認によりその館外利用に係る手続を代理で行

う者（以下「代理者」という。）は、代理承認

通知書及び代理承認者本人の利用カードを委

員会に提示し、当該承認に係る登録（以下 

「代理登録」という。）を受けなければならない。

この場合において、代理承認者が個人登録を事

前に受けていないときは、併せて個人登録の申

請を行うものとする。 

７ 委員会は、前項の規定による掲示を受けたと

きは、速やかに代理登録をするとともに、代理

承認者本人の利用カードに代理登録を承認し

た旨を記載するものとする。 

８ 代理者は、代理承認者の館外利用に係る手続

を行うときは、当該代理承認者の利用カードを

委員会に提示するものとする。 

９ 代理承認者は、代理申請書に記載した事項に

変更が生じたときは、新たに第２項に規定する

申請を行わなければならない。 

（資料の予約等） 

第２２条 委員会は、 既に他のものにより利用

中である資料について、登録者からの当該資料

に対する予約を、図書資料については 10 冊、

視聴覚資料については１点を限度として受け

付けることができる。 

２ 委員会は、図書館に所蔵していない資料につ

いて、登録者（第８条第１項第１号ア又はイに

該当する者に限る。）が利用を希望するときは、

次条の相互貸借その他の方法（以下「相互貸借

等」という。）による当該資料に対する利用の

申出を受け付けることができる。 

３ 委員会は、資料の返却、相互貸借等により予

約等を受け付けた資料を利用できることとな

ったときは、当該資料を確保するとともに、当

該予約等をした登録者に通知するものとする。 

４ 当該資料の受渡しの期限は、前項の通知の日

から起算して８日以内とする。 

（相互貸借及び特別貸出し）  

第２３条  委員会は、図書館法（昭和 25年法律

第 118号）第３条第４号に規定する相互貸借及

び公用又は調査研究等のための特別貸出しを

行うことができる。 

 （移動図書館） 

第２４条 委員会は、移動図書館により、市内を

巡回し、又は出張して図書館奉仕を提供するも

のとする。 

２ 移動図書館の運営に関し必要な事項につい

ては、委員会が別に定める。 

 （資料の複写） 

第２４条 資料の複写は、著作権法（昭和 45 年

法律第 48号）第 31条に規定する範囲内におい

て、これを行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会が複製を行

うことが適当でないと認めた資料については、

複製を行わないものとする。  

３ 館内において資料の複製を希望する者は、図

書館が所蔵する資料にあっては春日市民図書

館資料複製申請書（様式第 14号）に、第 23条

の規定により他の図書館等から借り受けた資
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料にあっては春日市民図書館借受資料複製申

請書（様式第 15 号）に当該資料を添えて委員

会に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 複製に要する費用は、当該複製の承認を受け

た者の負担とする。 

 （資料等の紛失届） 

第２６条 利用者は、資料等を紛失し、又は破損

したときは、春日市民図書館資料等（紛失・破

損）届（様式第 16 号）により、直ちに委員会

に届け出なければならない。 

 （損害賠償） 

第２７条 利用者は、資料等を紛失し、又は破損

したときは、その損害を賠償しなければならな

い。 

２ 利用カードを登録者以外の者が使用したこ

とによって市に損害が生じたときは、当該登録

者は、当該損害を賠償する責任を負う。ただし、

委員会がやむを得ない事情があると認めると

きは、この限りでない。 

３ 資料等の紛失又は破損に伴う賠償は、当該資

料等と同一の物（次頁において「同一品」とい

う。）を納入する方法で弁償することにより行

うものとし、これにより難いときは、当該資料

等と同種であって、同等の内容を有し、かつ、

その価格と均衡を失しないと委員会が認める

物（次頁において「代品」という。）を納入す

る方法又は相当の代価を市が指定する納付書

により納入する方法で弁償することにより行

うものとする。ただし、著作権法第 38 条第５

項の規定に該当する視聴覚資料に係る賠償に

ついては、相当の代価を市が指定する納付書に

より納入する方法に限る。 

４ 委員会は、利用者が前項の規定に基づき、同

一品又は代品を納入する方法で弁償を行った

ときは、春日市民図書館資料等受領書（様式第

17号）を交付しなければならない。 

５ 貸出しを受けた資料等を紛失し、又は破損し

た登録者又は登録団体が第３項の規定により

弁償したときは、当該弁償を資料等の返却とみ

なして、第８条第１項第２号イ又は第２項第２

号イ、第 17条第１項第１号及び第 20条第２項

の規定を適用する。 

 （弁償の免除） 

第２８条 委員会は、登録者又は登録団体（登録

抹消をされたもの及び個人登録又は団体登録

を廃止したものを含む。以下この条において同

じ。）が天災、火災その他本人の責めに帰さな

い事由により貸出しを受けた資料等を紛失し、

又は破損したときは、前条の規定による弁償を

免除することができる。 

２ 前項の場合において、登録者又は登録団体は、

春日市民図書館資料等弁償免除申請書（様式第

18号）を委員会に提出しなければならない。 

３ 委員会は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

弁償の免除を決定するとともに、春日市民図書

館資料等弁償免除決定通知書（様式第 19 号）

を交付しなければならない。 

４ 委員会は、前項の審査の結果、弁償の免除を

しないこととしたときは、その理由を付した書

面により当該申請をした登録者又は登録団体

に通知しなければならない。 

５ 貸出しを受けた資料等を紛失し、又は破損し

た登録者又は登録団体が前項の決定を受けた

ときは、当該決定を資料等の返却とみなして、

第８条第１項第２号イ又は第２項第２号イ、第

17 条第１項第 1号及び第 20 条第２項の規定を

適用する。 

 （図書等の寄贈） 

第２９条 委員会は、図書館において図書等の寄

贈を受けることができる。 

２ 図書館に図書等を寄贈しようとする者（以下

「寄贈者」という。）は、春日市民図書館図書

等寄贈申出書（様式第 20 号。以下この項にお

いて「寄贈申出書」という。）を委員会に提出

するものとする。ただし、委員会が認めるとき

は、寄贈申出書の提出を省略することができる。 

３ 委員会は、寄贈者の希望により、春日市民図

書館図書等受贈証（様式第 21 号）を寄贈者に

交付することができる。 

４ 委員会は、前項の規定により図書等の寄贈の

申出があった場合において、図書館の蔵書の構

成等から判断して必要があると認めるときは、

当該図書等を資料等として登録するものとす

る。 

５ 寄贈に要する経費は、原則として寄贈者の負

担とする。 

 （図書等の寄託） 

第３０条 委員会は、図書館において図書等の寄

託を受け付けることができる。 

２ 図書館に図書等を寄託しようとする者（以下

「寄託者」という。）は、春日市民図書館図書

等寄託申出書（様式第 22 号）を委員会に提出

するものとする。 

３ 委員会は、寄託者に対し春日市民図書館図書

等受託証（様式第 23 号）を交付するものとす
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る。 

４ 寄託された図書等の取扱いは、図書館に所蔵

する資 料の取扱いの例による。 

５ 寄託された図書等は、寄託者から請求があっ

たとき、又は委員会が必要と認めたときは、こ

れを返還することができる。 

６ 寄託に要する経費は、原則として寄託者の負

担とする。 

７ 委員会は、寄託された図書等が天災地変その

他やむを得ない事由により紛失し、又は破損し

たときは、その責を負わないものとする。 

 （委任） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、図書館

の管理運営に関し必要な事項は、委員会が別に

定める。 

   附 則 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 22 年４月１日（以下「施

行日」という。）から施行する。 

 

 附 則（平成 22年３月 30日教委規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成 23年２月２日教委規則第２号）  

この規則は、平成 23年３月１日から施行する。 
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（3）春日市図書館協議会規則   

平成 7年 3月 1日  

教委規則 第 2号  

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、春日市ふれあい文化セン

ター設置条例(平成 6 年条例第 15 号。以下

「条例」という。)第 11 条第 5 項の規定に基づ

き、春日市図書館協議会(以下「協議会」とい

う。)の所掌事務及び運営に関し、必要な事項

を定めるものとする。  

(所掌事務) 

第 2 条 協議会は、図書館の運営に関し館長

の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図

書館奉仕につき、館長に対して意見を述べ

るものとする。  

(会長及び副会長) 

第 3条 協議会に会長及び副会長を置く。  

2 会長及び副会長は、委員の互選により定め

る。  

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。  

(会議) 

第 4条 会議は、会長が招集する。  

2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成

立する。  

3 会議の議長は、会長が務める。  

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。  

(庶務) 

第 5 条 協議会の庶務は、春日市民図書館に

おいて処理する。  

(補足) 

第 6条 この規則に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。  

 

附 則（抄） 

この規則は、平成 7年 4月 1日から施行する。

  

附 則(平成 24年 3月 30日教委規則第 3号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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(４)春日市子ども読書活動推進連絡会設置要綱 

平成21年12月1日 

教委告示  第 14 号   

 
 

 

(設置目的) 

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13

年法律第154号)第4条の規定に基づき、春日市におけ

る子どもの読書活動を推進するため、春日市子ども読書

活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。  

(所掌事務) 

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。  

(1) 春日市子ども読書活動推進計画の進行管理に関す

ること。  

(2) 子どもの読書活動に係る調査研究に関すること。  

(3) その他春日市における子どもの読書活動の推進に

関すること。  

(委員) 

第3条 連絡会の委員は、次に掲げる者のうちから、教

育委員会が選出し、依頼する。  

(1) 学校教育部教務課職員  

(2) 学校教育部学校教育課職員  

(3) 地域生活部地域づくり課職員  

(4) 健康福祉部健康課職員  

(5) 春日市立小学校司書教諭  

(6) 春日市立中学校司書教諭  

(7) 春日市立小学校学校司書  

(8) 春日市立中学校学校司書  

(9) 春日市内に所在する幼稚園の教諭  

(10) 春日市立保育所保育士  

(11) 春日市子ども文庫・読書サークル連絡会会員  

(12) 春日市立学校において学校読書ボランティアに携

わる者  

(13) その他教育委員会が必要と認める者  

2 委員は、市の非常勤特別職職員としての身分を有し

ないものとする。  

 

(依頼期間) 

第4条 委員の依頼期間は、5年以内とする。ただし、依

頼期間中であっても、必要があるときは、教育委員会

は依頼を解くことができるものとする。  

 

(会長及び副会長) 

第5条 連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選に

より定める。  

2 会長は、会務を総理する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  

(会議) 

第6条 連絡会の会議は、会長が招集し、その議長とな

る。  

(庶務) 

第7条 連絡会の庶務は、社会教育部社会教育課にお

いて処理する。  

(その他) 

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営

に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

附 則  

この告示は、公布の日から施行する。  
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１６．春日市子ども読書活動推進計画 

 



 

 

交通機関 

交通機関最寄り駅 系統 下車 

コミュニティバス「やよい」 全て 終点ふれあい文化センター 

西鉄春日原駅・ＪＲ春日駅 西鉄バス 1、2 番 「ちくし台」 

西鉄井尻駅・ＪＲ南福岡駅 西鉄バス 45 番 「小倉」 

西鉄大橋駅 西鉄バス 42 番 「一の谷１丁目」 

ＪＲ新幹線博多南駅 西鉄バス 2 番 「ちくし台」 

     _P  駐車場有 

 

 

図書館要覧 
平成２６年度 

発   行  平成２６年６月 

編集・発行  春日市民図書館 

〒816－0831 春日市大谷６丁目２４番地 

TEL (092)584-4646  Fax (092)584-3900 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www./library.city.kasuga.fukuoka.jp 

 

 

 


